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毎
年　

冬
に
な
り
ま
す
と
屋
根
に
積

も
っ
た
雪
・
氷
・
つ
ら
ら
が
落
ち
て
、

歩
行
者
が
怪
我
を
し
た
り
、
死
亡
し
た

り
す
る
事
故
が
た
び
た
び
発
生
し
て
い

ま
す
。

　

冬
期
間
の
生
活
に
は
苦
労
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
冬
期
間
の
通

行
を
円
滑
に
し
、
事
故
を
な
く
す
た
め

に
、
次
の
こ
と
に
特
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

＊
屋
根
の
雪
・
氷
・
つ
ら
ら
が
道
路
に

落
ち
る
建
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
伴

う
事
故
を
避
け
る
た
め
「
雪
止
め
」
を

つ
け
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
雪
止

め
が
つ
け
て
あ
っ
て
も
、
強
さ
が
足
り

な
か
っ
た
り
、
針
金
な
ど
が
錆
び
つ
い

て
古
く
な
っ
て
い
た
り
す
る
と
切
れ
て

落
ち
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
必
ず
点
検

し
て
、
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
早
め
に

修
繕
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
屋
根
の
雪
・
氷
・
つ
ら
ら
は
、
気
温

が
上
昇
し
た
時
（
特
に
気
温
が
マ
イ
ナ

ス
３
℃
か
ら
プ
ラ
ス
３
℃
に
な
っ
た

時
）に
落
ち
や
す
い
状
態
に
な
る
た
め
、

そ
の
よ
う
な
時
は
早
め
に
落
と
す
よ
う

留
萌
開
発
建
設
部
・
留
萌
振
興
局
・

天
塩
警
察
署
・
天
塩
町

落
氷
雪
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

福
祉
課
福
祉
係

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
７
２
８

暖
房
用
燃
料
を
助
成
し
ま
す

に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
落
と
す
時

は
周
囲
の
歩
行
者
や
子
供
に
十
分
注
意

す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
ビ
ル
の
壁
・
窓
枠
・
突
出
看
板
等
か

ら
の
落
氷
雪
は
少
量
で
も
危
険
で
す
。

除
去
す
る
際
は
、
歩
行
者
へ
の
十
分
な

安
全
対
策
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

＊
軒
下
を
通
行
す
る
時
は
、
屋
根
か
ら

の
落
氷
雪
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。ま
た
、

軒
下
や
道
路
で
は
絶
対
に
子
供
を
遊
ば

せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

＊
屋
根
か
ら
大
量
の
雪
が
落
ち
た
と
き

は
、
事
故
が
な
い
か
ど
う
か
直
ち
に
確

か
め
て
く
だ
さ
い
。
道
路
に
落
ち
た
場

合
は
通
行
へ
の
影
響
を
避
け
る
た
め
、

速
や
か
に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
交
通
事
故
・
交
通
障
害
防
止
の
た
め
、

雪
を
道
路
に
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

■
冬
の
生
活
支
援
事
業
に
つ
い
て

　

次
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
世
帯
に
対

し
、
灯
油
や
薪
な
ど
の
暖
房
用
燃
料
の

助
成
を
行
い
ま
す
。

《
対
象
》
令
和
５
年
11
月
１
日
現
在
で
、

次
の
①
～
③
の
全
て
に
該
当
す
る
世
帯

①
世
帯
全
員
の
住
民
税
が
非
課
税
で
あ
る

②
天
塩
町
に
住
民
票
が
あ
り
、
居
住
し

て
い
る　

※
施
設
入
所
や
医
療
機
関
等

へ
の
入
院
、
ま
た
は
生
活
保
護
を
受
給

し
て
い
る
場
合
は
対
象
外

③
次
の
⑴
～
⑶
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

⑴
高
齢
者
世
帯
：
65
歳
以
上
の
方
が
い

る
世
帯

⑵
障
害
者
世
帯
：
身
体
障
害
者
手
帳
１

級
ま
た
は
２
級
、
療
育
手
帳
Ａ
判
定
、

精
神
障
害
者
保
険
福
祉
手
帳
１
級
の
い

ず
れ
か
を
所
持
し
て
い
る
方
が
い
る
世
帯

⑶
ひ
と
り
親
世
帯
：
配
偶
者
と
離
別

（
死
別
）
し
て
お
り
、
20
歳
未
満
の
子

ど
も
を
扶
養
し
て
い
る
世
帯
（
他
の
家

族
と
同
居
し
て
い
る
場
合
は
対
象
外
）

《
助
成
内
容
》
１
０
０
ℓ
分
の
灯
油

※
燃
料
が
灯
油
以
外
の
場
合
は
、
灯
油

１
０
０
ℓ
相
当
分
の
現
金
支
給

《
申
請
方
法
》
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
期
限
ま
で
に
福
祉
課
福

祉
係
ま
た
は
雄
信
内
支
所
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

《
申
請
期
限
》
令
和
６
年
２
月
29
日

　

日
本
の
森
林
は
国
土
の
７
割
。
こ
の

豊
か
な
森
林
が
持
つ
多
く
の
機
能
を
活

か
す
に
は
、
森
林
を
し
っ
か
り
と
整
備

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

し
か
し
、
林
業
の
採
算
性
の
低
下
や

担
い
手
不
足
な
ど
に
よ
る
手
入
れ
不
足

の
森
林
対
策
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
下
、
パ
リ
協
定
の

枠
組
み
の
下
に
お
け
る
我
が
国
の
温
室

効
果
ガ
ス
排
出
削
減
目
標
の
達
成
や
災

害
防
止
等
を
図
る
た
め
の
森
林
整
備
等

に
必
要
な
地
方
財
源
を
安
定
的
に
確
保

す
る
観
点
か
ら
、平
成
31
（
２
０
１
９
）

年
３
月
に
「
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環

境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
」が
成
立
し
、

「
森
林
環
境
税
」
及
び
「
森
林
環
境
譲

与
税
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

森
林
環
境
譲
与
税
は
令
和
元
年
度
か

ら
譲
与
が
開
始
さ
れ
、森
林
環
境
税（
国

税
）
は
、
令
和
６
年
度
か
ら
、
課
税
者

個
人
に
対
し
て
１
人
年
額
１
，０
０
０

円
が
課
税
さ
れ
、
町
・
道
民
税
と
合
せ

て
徴
収
す
る
こ
と
に
な
り
、
森
林
の
整

備
、
人
材
の
育
成
、
木
材
の
利
用
や
普

及
啓
発
等
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

《
令
和
４
年
度
森
林
環
境
譲
与
税
を
活

用
し
た
主
な
事
業
》

・
民
有
林
等
整
備
支
援
事
業
（
間
伐
、

造
林
等
森
林
整
備
）

・
木
育
推
進
事
業
（
木
工
遊
具
の
推
進
、

木
育
教
室
開
催
）
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司
法
書
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
会

　

自
衛
官
候
補
生
制
度
と
は
、
自
衛
官

と
な
る
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
教
育
訓

練
に
専
念
す
る
採
用
制
度
で
す
。
自
衛

官
候
補
生
と
し
て
所
要
の
教
育
を
経
て

３
か
月
後
に
２
等
陸
・
海
・
空
士
（
任

期
制
自
衛
官
）
に
任
官
し
ま
す
。

　

任
期
制
自
衛
官
と
は
、
陸
上
自
衛
官

は
１
年
９
か
月
（
一
部
技
術
系
は
２
年

９
か
月
）、
海
上
・
航
空
自
衛
官
は
２

年
９
か
月
を
１
任
期
（
２
任
期
目
以
降

は
各
２
年
）
と
し
て
勤
務
す
る
隊
員
の

こ
と
で
す
。
教
育
訓
練
を
受
け
た
後
に

各
部
隊
・
基
地
等
に
配
属
さ
れ
ま
す
。

約
９
か
月
後
、
１
等
陸
・
海
・
空
士
に

昇
任
し
、
さ
ら
に
１
年
後
、
陸
・
海
・

空
士
長
に
昇
任
し
ま
す
。

《
応
募
資
格
》
18
歳
以
上
33
歳
未
満

《
受
付
期
間
》
令
和
６
年
１
月
16
日
ま
で

《
試
験
科
目
》
筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、

適
性
検
査
及
び
身
体
検
査

自
衛
官
候
補
生
募
集

《
試
験
日
程
》
令
和
６
年
１
月
21
日
、

22
日
（
試
験
会
場
：
旭
川
）

《
合
格
発
表
》
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

《
入
隊
時
期
》
採
用
予
定
通
知
書
で
お

知
ら
せ
し
ま
す

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
稚
内
地
域

事
務
所

☎
０
１
６
２
（
３
３
）
１
２
２
７

　

北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
司
法
書
士
協
議
会

で
は
、
令
和
５
年
11
月
か
ら
令
和
６
年

３
月
ま
で
の
間
、「
司
法
書
士
に
よ
る

無
料
法
律
電
話
相
談
会
」
を
開
催
し
ま

す
。1
月
は
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

相
続
登
記
・
遺
言
・
不
動
産
登
記
・
会

社
の
登
記
、
成
年
後
見
な
ど
の
法
律
相

南
の
島
で
の
国
際

交
流
・
野
外
活
動

■
「
第
48
回
ち
び
っ
こ
探
検
学
校
ヨ
ロ

ン
島
」
参
加
者
募
集
に
つ
い
て

　

公
益
財
団
法
人
国
際
青
少
年
研
修
協

会
で
は
、『
第
48
回
ち
び
っ
こ
探
検
学

校
ヨ
ロ
ン
島
』（
文
部
科
学
省
後
援
申

請
中
）
の
参
加
者
を
全
国
よ
り
募
集
し

て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、
沖
縄
に
近

い
南
の
島
『
ヨ
ロ
ン
島
』
の
サ
ン
ゴ
礁

の
海
と
美
し
い
自
然
の
中
で
、
全
国
か

ら
参
加
す
る
仲
間
（
日
本
人
・
外
国
人
）

と
の
民
宿
で
の
共
同
生
活
や
、
様
々
な

野
外
活
動
（
海
水
浴
、
イ
カ
ダ
作
り
＆

イ
カ
ダ
こ
ぎ
、
さ
と
う
き
び
刈
り
＆
搾

り
、
洞
窟
探
検
な
ど
）
を
通
し
て
言
葉

や
習
慣
の
違
い
を
乗
り
越
え
、
友
達
づ

く
り
の
楽
し
さ
を
知
り
友
情
を
深
め
、

お
互
い
に
協
力
し
助
け
合
い
、
積
極
的

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
心
を
養
い
ま
す
。

　

今
度
の
春
休
み
は
、
思
い
出
に
残
る

楽
し
い
体
験
を
し
に
暖
か
な
南
の
島

『
ヨ
ロ
ン
島
』
へ
行
き
ま
せ
ん
か
？

《
期
間
》
令
和
６
年
３
月
26
日
（
火
）

～
４
月
１
日
（
月
）
６
泊
７
日

《
場
所
》
鹿
児
島
県
大
島
郡
与
論
町

《
説
明
会
》
オ
ン
ラ
イ
ン
説
明
会
の
詳

細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
公
益
財
団
法
人

国
際
青
少
年
研
修
協
会
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

《
定
員
》
日
本
人
小
学
生
１
２
０
名
、

外
国
人
小
学
生
60
名
（
小
学
２
～
６
年

生
：
令
和
６
年
２
月
末
時
点
）

《
締
切
》
令
和
６
年
３
月
６
日
（
水
）

《
出
発
地
別
参
加
費
（
一
例
）》

・
旭
川
空
港
：
21
万
１
千
円

・
新
千
歳
空
港
：
20
万
３
千
円

◆
資
料
請
求
・
お
申
し
込
み
・
お
問
い

合
わ
せ
先
◆

公
益
財
団
法
人
国
際
青
少
年
研
修
協
会

〒
１
７
０
‐０
０
１
３　

東
京
都
豊
島

区
東
池
袋
２
‐２
３
‐２　

Ｕ
Ｂ
Ｇ
東

池
袋
６
階

☎
０
３
（
６
８
２
５
）
３
１
３
０

FAX
０
３
（
３
９
８
１
）
２
７
１
２

　

昭
和
57
年
に
発
足
し
た
林
業
退
職
金

共
済
制
度
（
林
退
共
）
は
、
林
業
界
で

働
く
方
の
た
め
に
国
が
作
っ
た
退
職
金

制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
事
業
主
の
方
々
が
、

従
事
者
の
働
い
た
日
数
に
応
じ
て
掛
け

金
と
な
る
共
済
証
紙
を
共
済
手
帳
に
貼

り
、
そ
の
従
事
者
が
林
業
界
を
や
め
た

と
き
に
林
退
共
か
ら
退
職
金
を
支
払
う

と
い
う
、
い
わ
ば
林
業
界
全
体
の
退
職

金
制
度
で
す
。

《
制
度
の
特
徴
》

○
税
法
上
、
掛
金
は
法
人
で
損
金
、
個

人
企
業
で
は
必
要
経
費
と
な
り
ま
す
。

○
掛
金
の
一
部
を
国
が
免
除
し
ま
す
。

○
雇
用
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
、
退
職

金
は
企
業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ
れ
ま

す
。

《
事
業
主
の
皆
様
へ
》

○
共
済
証
紙
は
労
働
日
数
に
応
じ
て
適

林
退
共
へ
加
入

し

ま

せ

ん

か

正
に
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

○
共
済
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
従
事
者

が
林
業
界
を
引
退
す
る
と
き
は
、
忘
れ

ず
に
退
職
金
を
請
求
す
る
よ
う
指
導
し

て
く
だ
さ
い
。

《
労
働
者
の
皆
様
へ
》

○
事
業
所
を
変
わ
る
と
き
は
共
済
手
帳

を
忘
れ
ず
に
受
け
取
り
ま
し
ょ
う
。

○
林
業
会
を
引
退
す
る
時
は
、
忘
れ
ず

に
退
職
金
請
求
し
ま
し
ょ
う
。

○
以
前
、
林
業
の
仕
事
を
さ
れ
、
林
退

共
精
度
に
加
入
し
て
い
た
方
で
、
退
職

金
請
求
手
続
き
を
し
た
心
当
た
り
が
な

い
方
は
、
退
職
金
を
受
け
取
っ
て
い
な

い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
左
記
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

（
独
）
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構 

林
業

退
職
金
共
済
事
業
本
部

☎
０
３
（
６
７
３
１
）
２
８
８
９

FAX
０
３
（
６
７
３
１
）
２
８
９
０

談
を
お
受
け
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
電
話
相
談

《
日
時
》
令
和
６
年
１
月
９
日
（
火
）

16
時
～
19
時

☎
０
１
２
０
（
８
８
８
）
４
４
７

※
予
約
不
要
。
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
に
な

り
ま
し
た
の
で
、
通
話
料
の
負
担
が
あ

り
ま
せ
ん
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

札
幌
司
法
書
士
会

☎
０
１
１
（
２
８
１
）
３
５
０
５

※
司
法
書
士
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
司

法
書
士
の
業
務
範
囲
に
属
す
る
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。
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➀介護料の支給 自動車事故が原因で脳・脊髄・胸腹部臓器を損傷したことによ
り重度な後遺障害が残り、常時又は随時の介護が必要な方に対
し、介護料を支給します。

【月額】36,500 円～ 211,530 円
※介護保険、労災保険の介護（補償）給付等との併給は不可

➁短期入院・短期入
所

自動車事故により自宅介護を受ける重度後遺障害者の方々の健
康維持や、家族の負担軽減のため、全国に「短期入院協力病院」

「短期入所協力施設」を指定しています（202 病院、139 施設）。
➂短期入院・短期入
所費用助成

短期入院・入所を利用した際の患者移送費、室料差額負担金お
よび食事負担金等に要する費用として自己負担した額の一部を
助成します（年間 45 日かつ年間 45 万円まで）。

➃療護施設の設置・
運営（重度後遺障害
者のための専門病院）

自動車事故による重度後遺障害者（遷延性意識障害者）のため
の専門病院（療護施設）を全国 12 か所で設置・運営しています。
入院期間は概ね 3 年間です。

➄交通遺児等貸付 自動車事故により保護者が死亡または重度後遺障害者となった
ご家族（生活困窮家庭）のお子様に対し、中学校卒業までの生
活資金の無利子貸付を行います。

【当初一時金】155,000 円
【月額】10,000 円または 20,000 円
【小・中学校入学支度金】44,000 円

➅介護者（親）なき
後に備えるための情
報提供

介護者が先に亡くなったり、老齢や病気等により介護ができな
くなった場合に対応するために必要な情報を集め、ナスバホー
ムページに掲載し情報提供しています。

◆NASVAの交通事故被害者救済制度◆
　

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機

構
（
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ
：
ナ
ス
バ
）
で
は
、

自
動
車
事
故
の
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
々

（
自
動
車
事
故
を
原
因
と
し
て
重
度
後

遺
障
害
を
負
わ
れ
た
方
、
介
護
に
当
た

る
ご
家
族
、
保
護
者
を
失
っ
た
生
活
困

窮
家
庭
の
児
童
な
ど
）
を
支
援
す
る
た

め
、様
々
な
取
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

自
動
車
事
故
に
あ
っ
て
相
談
先
に
お

　

天
塩
町
消
防
団
新
年
消
防
出
初
式
を

次
の
日
程
で
挙
行
し
ま
す
。

《
日
時
》
令
和
６
年
１
月
５
日
（
金
）

10
時
30
分（
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
：
９
時
30
分
）

《
場
所
》
北
留
萌
消
防
組
合
消
防
署
天

塩
支
署
前
及
び
社
会
福
祉
会
館

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

北
留
萌
消
防
組
合
消
防
署
天
塩
支
署

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
５
６
０

困
り
の
方
に
は
、
左
の
表
に
あ
る
救
済

制
度
を
含
め
、
無
料
で
相
談
で
き
る
各

種
窓
口
を
電
話
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

◆
ご
相
談
は
こ
ち
ら
へ
◆

・
自
動
車
事
故
対
策
機
構 

札
幌
主
管
支
所

☎
０
１
１
（
２
１
８
）
８
１
５
５

・
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ
交
通
事
故
被
害
者
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン

☎
（
０
５
７
０
）
０
０
０
７
３
８

※
受
付
時
間
：
10
～
12
時
、
13
～
16
時

土
・
日
・
祝
・
年
末
年
始
を
除
く

※令和５年４月１日現在

【詳しくはNASVAホームページへ】
https://www.nasva.go.jp 検索ナスバ 支える

ご
存
知
で
す
か
？

自
動
車
事
故
被
害
者
救
済
制
度

天
塩
町
消
防
団

新
年
消
防
出
初
式

2 月号へ掲載を

希望する方は、

1 月 10 日 （水）

までにお知らせください。

企画商工課広報情報係

掲載を希望される方へ

　

み
ん
な
で
歌
え
ば
気
分
爽
快
！ 

楽
し

く
歌
い
ま
し
ょ
う
！ 

見
学
か
ら
大
歓
迎

で
す
。毎
週
月
曜
日
の
19
時
か
ら
21
時
に
、

社
会
福
祉
会
館
で
練
習
し
て
い
ま
す
♪

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

太
田
陽
子

☎
０
９
０
（
９
０
８
９
）
２
０
９
６

岸
山
久
美
子

☎
０
９
０
（
５
９
５
４
）
６
３
３
７

は
ま
な
す
コ
ー
ラ
ス

は
ま
な
す
コ
ー
ラ
ス

団
員
募
集
中
！

団
員
募
集
中
！

●警察署窓口　　9:00～ 16:30
●収入証紙売場　9:00～ 17:00

※土・日・祝日休み　※運転試験場等は8:45～ 16:30（平日）

令和6年1月4日（木）から、窓口業務の受付時間が変わります。

事件・事故・遺失・拾得の届出等は、今までどおり24 時間受付しています。
緊急時は110番、相談等は#9110または天塩警察署☎01632（2）2110まで

警察署等の窓口対応時間が変わります

【交通係】運転免許証の更新・再交付・記載事項変
更関係、道路使用許可・駐車許可・通行許可関係、
自動車保管場所証明・安全運転管理者関係

【生活安全係】銃砲刀剣類・火薬類・風俗営業関係、
警備業・古物営業・質屋営業関係　等
※その他詳細は警察署等へお問い合わせください。

《対象となる主な手続き》


